
船橋市就学援助要綱   

（目的）   

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定に

基づき、経済的理由によって就学が困難な児童又は生徒の保護者等に対し、必

要な援助（以下「就学援助」という。）を行うことにより、義務教育の円滑な

実施に資することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この要綱において「児童生徒」とは、市内に住所を有し、かつ、住民基

本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

⑴ 船橋市立小学校又は中学校に在学する者  

⑵ 船橋市立船橋特別支援学校の小学部又は中学部に在学する者  

⑶ 国（学校教育法第２条第１項に規定する国をいう。以下同じ。）又は都道

府県が設置する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程

に在学する者  

⑷ 学校教育法施行令第９条に規定する区域外就学を他市区町村教育委員会

が特に必要と認めた者  

２ この要綱において「就学予定者」とは、市内に住所を有し、かつ、住民基本

台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

⑴ 次年度に、船橋市立小学校に入学を予定している者  

⑵ 次年度に、国又は都道府県が設置する小学校又は義務教育学校の前期課程

に入学を予定している者  

⑶ 次年度に、学校教育法施行令第９条に規定する区域外就学を他市区町村教

育委員会が特に必要と認め、他市区町村立小学校又は義務教育学校の前期課

程に入学を予定している者  

３ この要綱において「保護者」とは、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳

に記録されている者であって、児童生徒又は就学予定者を監護する者をいう。 

４ 前３項の規定にかかわらず、船橋市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が特に必要と認める者については、この要綱において「児童生徒」、「就学予定

者」又は「保護者」とみなす。  

（受給資格）  



第３条 就学援助を受けることができる児童生徒の保護者は、次の各号のいずれ

かに該当する者とする。  

⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護   

 者  

⑵ 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が別

に定める基準により認める者（以下「準要保護者」という。）  

２ 就学援助を受けることができる就学予定者の保護者は、前項第２号に該当す

る者とする。  

（支給経費）  

第４条 就学援助は、次の各号に掲げる経費（以下「援助費」という。）につい

て行うものとする。  

⑴ 新入学児童生徒学用品費  

⑵ 学用品費  

⑶ 通学用品費  

⑷ 校外活動費  

⑸ 宿泊を伴う校外活動費  

⑹ 修学旅行費  

⑺ 通学費  

⑻ 消耗品費  

⑼ 中学校入学準備費  

⑽ クラブ活動費  

⑾ 卒業アルバム費  

⑿ 医療費（学校保健安全法施行令（昭和３３年政令第１７４号）第８条に定  

める疾病に係る医療費をいう。）  

⒀ 学校給食費  

⒁ 小学校入学準備費  

２ 前項第１号から第１３号までに掲げる援助費に係る就学援助は、児童生徒の

保護者に対して行うものとし、第１４号に掲げる援助費に係る就学援助は、就

学予定者の保護者に対して行うものとする。  

（援助費の支給要件及び支給金額）  



第５条 前条第１項各号に掲げる援助費の認定区分等は、別表に定めるとおりと

する。  

（申請）  

第６条 就学援助を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、毎年度別

に定める期日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法に

より、教育委員会に申請しなければならない。  

 ⑴ 第２条第１項第１号又は第２号に掲げる児童生徒の保護者 就学援助申

請書兼同意書（様式第１号）に必要な書類を添付し、児童生徒の在学する学

校の長（以下「校長」という。）を経由して教育委員会に提出する方法  

 ⑵ 第２条第１項第３号又は第４号に掲げる児童生徒の保護者 就学援助申

請書兼同意書に必要な書類を添付し、直接教育委員会に提出する方法  

 ⑶ 就学予定者の保護者 就学援助（小学校入学準備費）支給申請書（様式第

１号の２）に必要な書類を添付し、直接又は入学予定の船橋市立小学校の長

を経由して教育委員会に提出する方法  

 （認定）  

第７条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、第３条各項に掲げる受給資格についての認定をしたときは、船橋市就学援

助認定通知書（様式第２号）により通知するものとし、認定しなかったときは、

船橋市就学援助審査結果通知書（様式第３号）により通知するものとする。  

 （援助費の支給）  

第８条 援助費は原則として、保護者の指定する預金口座に直接振り込むものと

する。ただし、校長が必要と認め教育委員会が承認した場合は、校長が金融機

関に設けている預金口座に振り込み、校長より受給者に支給できるものとする。 

（変更及び辞退届）  

第９条 就学援助の認定を受けている者（以下「認定者」という。）は、申請事

項に変更があったとき、又は就学援助を辞退するときは、教育委員会に届け出

なければならない。ただし、第２条第１項第１号及び第２号に規定する者にあ

っては、校長を経由して届け出なければならない。  

 （更正認定）  

第１０条 教育委員会は、認定者の認定内容に変更が生じたときは、職権、校長



の申請又は認定者の届出により、次の各号に掲げる更正認定を行うものとする。 

 ⑴ 認定廃止は、次の（ア）から（エ）に該当する場合に行う。  

 （ア）船橋市外へ転出のとき  

 （イ）私立の学校へ転学のとき  

 （ウ）準要保護の基準に該当しなくなったとき  

 （エ）受給辞退の申出があったとき  

 ⑵ 更正認定は、生活保護の開始、停止又は廃止があった場合に行う。  

（停止及び取消し）  

第１１条 教育委員会は、認定者が偽りその他不正の手段により就学援助を受け

たとき、又は就学援助を必要としなくなったときは、その支給を停止し、又は

その認定を取り消すことができる。  

（援助費の返還）  

第１２条 前条の規定により、認定を取り消した場合において、既に就学援助が

支給されているときは、当該認定を取り消された保護者からその全部又は一部

を返還させることができる。  

（委任）  

第１３条   この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定め

る。  

附 則  

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

 附 則  

この要綱は、平成１９年１２月２６日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  



附 則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

   附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この要綱による改正前の様式により調整した用紙は、この要綱の施行後にお

いても当該用紙が残存する期間においては、必要な補正をして使用することが

できる。  

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２９年１月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 平成２９年度における新入学児童生徒学用品費に係る就学援助の支給要件

については、改正後の別表新入学児童生徒学用品費の項の規定にかかわらず、

なお従前の例による。  

附 則  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

 附 則  

この要綱は、平成２９年１１月１日から施行する。  

    附 則  

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、決裁日から施行する。  

 （経過措置）  



２ この要綱は、令和３年４月１日以後に実施する就学援助について適用し、同

日前に実施する就学援助については、なお従前の例による。  

   附 則  

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

  附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱の施行の際、現に調整されている用紙は、当分の間所要の調整をし

て使用することができる。  

  附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱の施行の際、現に調整されている用紙は、当分の間所要の調整をし

て使用することができる。  

  附 則  

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱の施行の際、現に調整されている用紙は、当分の間所要の調整をし

て使用することができる。  



別表　

援助費 認定区分 対象学年等 支給限度額等

修学旅行に直接必要な経費

内容

小・中学校入学に当たって、通常必要とする学
用品及び通学用品の購入費

児童生徒の所持にかかる物品で、学校での各教
科及び特別活動の学習に直接必要な物品の購入
費

児童生徒が、通学のため必要とする物品の購入
費

学校行事として行われる宿泊を伴わない校外活
動に参加するために直接必要な経費

学校行事として行われる宿泊を伴う校外活動に
参加するために直接必要な経費

1
新入学児童生徒

学用品費
準要保護者

小学校１年生
中学校１年生

小学校　６４，３００ 円
中学校　８１，０００ 円

2 学用品費 準要保護者 全学年
小学校　１１，６３０ 円
中学校　２２，７３０ 円

3 通学用品費 準要保護者 ２年生以上
小学校　２，２７０ 円
中学校　２，２７０ 円

4 校外活動費
要保護者

・
準要保護者

全学年 実費

5
宿泊を伴う
校外活動費

要保護者
・

準要保護者
全学年 実費

6 修学旅行費
要保護者

・
準要保護者

小学校６年生
中学校３年生

実費

7 通学費 準要保護者 全学年 実費
児童生徒が、最も経済的な方法により通学する
場合の交通費

8 消耗品費
要保護者

・
準要保護者

全学年
小学校　３，６５０ 円
中学校　５，９１０ 円

児童生徒が、通常必要とする学用品及び通学用
品の購入費

9 中学校入学準備費 準要保護者 小学校６年生 ８１，０００ 円
中学校へ入学するに当たって、通常必要とする
学用品及び通学用品費

10 クラブ活動費 準要保護者 中学校全学年
実費

（支給限度額３０，１５０円）
生徒の課外活動として行われるクラブ活動に参
加するために必要な経費

11 卒業アルバム費 準要保護者
小学校６年生
中学校３年生

　　　　　　　　　実費
 （支給限度額　小学校　１１，０００円
　　　　　 　　中学校　１０，０００円）

卒業アルバムの購入に要する費用として一律に
負担する経費

12 医療費
要保護者

・
準要保護者

全学年 健康保険の適用範囲内

学校保健安全法施行令第８条に定める疾病の医
療費
・トラコーマ及び結膜炎
・白せん、かいせん、のうかしん
・中耳炎
・慢性副鼻くう炎及びアデノイド
・う歯
・寄生虫病（虫卵保有を含む。）

13 学校給食費 準要保護者 全学年 実費
在学する学校において、学校給食費として徴収
する経費

14 小学校入学準備費 準要保護者 就学予定者 ６４，３００円
小学校へ入学するに当たって、通常必要とする
学用品及び通学用品費



　備考
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項番７「通学費」は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱（昭和６２
年５月１日文部大臣裁定）第１条に規定する特別支援教育就学奨励費により支給する場合にあっては、支給
対象としない。

項番５「宿泊を伴う校外活動費」は、各学年においてそれぞれ一度に限り支給対象とする。ただし、特別支
援学級の児童生徒についてはこの限りではない。

要綱第２条第１項第２号に規定する者は、項番１２「医療費」に限り支給対象とする。

項番１「新入学児童生徒学用品費」及び項番１４「小学校入学準備費」は、他の地方公共団体において支給
を受けた者又はこれに類する費用の支給を受けた者にあっては、支給対象としない。

項番６「修学旅行費」は、小学校及び中学校においてそれぞれ一度に限り支給対象とする。また、特別な事
情により小学校第６学年、中学校第３学年時より前に実施する場合であっても支給対象とする。

項番４「校外活動費」、項番５「宿泊を伴う校外活動費」は、実施学年の全児童生徒が参加する活動をい
い、原則として、全児童生徒が一律に負担する経費を支給対象とする。

この表において「支給限度額等」とは、支給額又は支給上限額をいう。

この表において「要保護者」とは、要綱第３条第１項第１号に規定する要保護者をいう。

この表において「準要保護者」とは、要綱第３条第１項第２号に規定する準要保護者をいう。

項番４「校外活動費」から項番６「修学旅行費」は、実施した日に認定資格を有する者を支給対象とする。

備考１にかかわらず、生活保護法第１３条に規定する教育扶助を受けていない者は、２に規定する「準要保
護者」と見なす。

船橋市学校給食費に関する条例（平成２６年条例第４７号）第５条に規定する学校給食費の減免を受けてい
る者は、項番１３「学校給食費」は支給対象としない。

項番１「新入学児童生徒学用品費」の支給限度額が前年度より増額となった場合は、小学校入学前年度に項
番１４「小学校入学準備費」を受けた者及び中学校入学前年度に項番９「中学校入学準備費」の支給を受け
た者で、かつ当該年度の児童生徒であるものにあっては、増額後の「新入学児童生徒学用品費」との差額を
支給するものとする。

項番９「中学校入学準備費」は、３月に認定資格を有する者を支給対象とする。

6

この表において「全学年」とは、就学予定者を除いた小学校第１学年から第６学年及び中学校第１学年から
第３学年をいう。

項番１２「医療費」は、医療機関を受診するための医療券を交付するものとし、医療券の交付については別
に定める。

項番２「学用品費」、項番３「通学用品費」及び項番８「消耗品費」は、支給限度額を１２月で除した金額
を月額とし、各月に認定資格を有している月分を支給対象とする。

項番１「新入学児童生徒学用品費」は、４月に認定資格を有している者を支給対象とする。ただし、入学前
に小学校入学準備費又は中学校入学準備費の支給を受けた者は、支給対象としない。

項番１１「卒業アルバム費」は、２月または３月に認定資格を有する者を支給対象とする。

項番７「通学費」は、通学距離が小学生にあっては片道４㎞以上、中学生にあっては片道６㎞以上である者
を支給対象とする。ただし、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１条第２項に規定する特別支援学
級に在籍する児童生徒は、通学距離にかかわらず支給対象とする。

項番１０「クラブ活動費」は、学校教育活動の一環として行う部活動に要する経費を支給対象とする。


